
幼保連携型認定こども園の設置の認可
に係る意見聴取について

(1)幼保連携型認定こども園の設置の認可に係る意見聴取の位置づけ、根拠
(2)幼保連携型認定こども園の設置の認可について（２件）



（１）幼保連携型認定こども園の設置の認可に係る意見聴取の位置づけ、根拠

【参考】
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号） （抜粋）
○（設置等の認可）
第１７条 国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こ
ども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事（指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該
指定都市等の長。次項、第３項、第６項及び第７項並びに次条第１項において同じ。）の認可を受けなければならない。

２ 略
３ 都道府県知事は、第１項の認可をしようとするときは、あらかじめ、第２５条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴
かなければならない。

４～７ 略

○（都道府県における合議制の機関）
第２５条 第１７条第３項、第２１条第２項及び第２２条第２項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府
県に、条例で幼保連携型認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。

佐世保市子ども・子育て会議条例（平成２５年条例第２２号）（抜粋）
○（所掌事務）

第２条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項について処理する。
⑴ 児童福祉法その他の法令の規定により、児童福祉審議会（中核市に置かれる児童福祉に関する審議会その他の合議制の機
関をいう。）が所掌する事項

⑵ 子ども・子育て支援法第77条第１項各号に規定する事項
⑶ 認定こども園法第25条に規定する事項
⑷ 前３号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援施策に関する重要事項その他市長が必要と認める事項

認可申請があった幼保連携型認定こども園について、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の
推進に関する法律第１７条第３項に基づき、意見聴取を行うもの。
（認可主体は市であり、法令上の基準への適合性に係る審査を経た上で、意見聴取を行う。）



（2）幼保連携型認定こども園の設置の認可について

【概要】

① 施設区分

幼保連携型認定こども園

② 施設等概要

・設置主体：社会福祉法人

・所 在 地：佐世保市広田３丁目

・定 員： １６０名 （１号認定：９名、２号認定：７６名、３号認定：７５名）

・施設面積：７５７．２２㎡

（乳児室・ほふく室：163.77㎡ 保育室：273.30㎡ その他：320.15㎡）

・開所時間：（平日・土曜）６時５０分～１９時３０分

・休 園 日：日曜日、祝日、１２月２９日から１月３日

・給 食：有（自園調理）

③ 認可申請の内容

別紙資料２のとおり

④ 開設予定年月日

令和３年４月１日

施設①



施設②

【概要】

① 施設区分

幼保連携型認定こども園

② 施設等概要

・設置主体：社会福祉法人

・所 在 地：佐世保市上町

・定 員： １２０名 （１号認定：１５名、２号認定：４５名、３号認定：６０名）

・施設面積：１，０２０．８７㎡

（乳児室・ほふく室：127.11㎡ 保育室：232.74㎡ 遊戯室：85.30㎡ その他：575.72㎡）

・開所時間：（平日）７時００分～１９時００分

（土曜）７時００分～１８時００分

・休 園 日：日曜日、祝日、１２月２９日から１月３日

・給 食：有（自園調理）

③ 認可申請の内容

別紙資料３のとおり

④ 開設予定年月日

令和３年４月１日


